
1 



2
 

新
潟
県
流

域
下

水
道
事
業

財
務

規
則
の
一

部
を

改
正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

令
和
６
年

３
月

2
9
日

 

新
潟
県
知

事
 

 
花
 

角
 

 
英

 
世

 

新
潟
県
規

則
第

2
7
号

 

新
潟
県
流

域
下

水
道
事
業

財
務

規
則
の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

 

新
潟
県
流

域
下

水
道
事
業

財
務

規
則
（
令

和
２

年
新
潟

県
規

則
第

3
4
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
中

下
線

が
引
か
れ

た
部

分
（

以
下
「

改
正

部
分

」
と

い
う

｡
)
に

対
応

す
る

同
表

の
改

正
後

の
欄

中
下

線
が
引
か
れ

た
部

分
（
以

下
「
改

正
後

部
分

」
と

い
う
｡
)
が

存
在

す
る
場

合
に
は
当

該
改

正
部
分
を

当
該

改
正
後
部

分
に

改
め
、
改

正
部

分
に

対
応

す
る

改
正

後
部

分
が

存
在

し
な

い
場

合
に

は
当

該
改

正
部
分
を

削
り

、
改
正

後
部
分

に
対
応

す
る
改

正
部
分
が

存
在

し
な
い
場

合
に
は
当

該
改

正
後
部
分

を
加

え
る
。

 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
の

表
中

太
線
で
囲

ま
れ

た
部

分
（

以
下

「
改

正
表

」
と

い
う

｡
)
を

当
該

改
正

表
に

対
応

す
る

次
の

表
の

改
正
後
の

欄
の

表
中
太
線

で
囲

ま
れ

た
部

分
に

改
め
る
。

 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
用
語
の

意
義

）
 

第
２
条
 

こ
の

規
則
に
お

い
て

、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定
め
る

と
こ

ろ
に
よ
る

。
 

(
1
)
～

(
7
)
 

（
略
）

 

(
8
)
 
配
当

 
支

出
予
算
の

執
行

事
務
を
担

当
す

べ
き

範
囲

を
配

分
す

る
た

め
に

知
事

が
発

す

る
命
令
で

、
下

水
道
課
長

が
処

理
す
る
本

配
当

及
び

課
長

が
処

理
す

る
再

配
当

を
い

う
。

 

(
9
)
～
(
2
1
)
 

（
略
）

 

 

（
予
算
の

執
行

等
に
関
す

る
権

限
）

 

第
９
条
 

知
事

は
、
知
事

が
別

に
定
め
る

事
項

を
除

き
、

予
算

の
執

行
等

に
関

す
る

権
限

を
、

別
表
第
２

に
掲

げ
る
区
分

に
従

い
、
そ
れ

ぞ
れ

副
知

事
、

部
局

長
、

課
長

若
し

く
は

課
長

補

佐
に
専
決

さ
せ

、
又
は
同

表
に

掲
げ
る
区

分
に

従
い

、
事

務
所

長
に

委
任

す
る

。
 

２
・
３
 

（
略

）
 

 

（
配
当
）

 

第
1
2
条
 

下
水

道
課
長
は

、
予

算
の
範
囲

内
で

課
長

に
対

し
、

予
算

を
本

配
当

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 
課
長

は
、
前
項
の
本

配
当

を
受
け
よ

う
と

す
る
と

き
は

、
予

算
本

配
当

要
求

書
を

作
成

し
、

下
水
道
課

長
に

提
出
し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

３
 
課
長

は
、

第
１
項
の

規
定

に
よ
り
本

配
当

さ
れ
た

額
の

範
囲

内
で

、
事

務
所

長
に

対
し

、

予
算
を
再

配
当

す
る
も
の

と
す

る
。

 

 

（
用

語
の

意
義

）
 

第
２

条
 

こ
の

規
則

に
お

い
て

、
次
の
各

号
に

掲
げ
る
用

語
の

意
義
は
、

そ
れ

ぞ
れ
当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1
)
～

(
7
)
 
（

略
）

 

(
8
)
 
配

当
 
支

出
予

算
の

執
行

事
務
を
担

当
す

べ
き
範
囲

を
配

分
す
る
た

め
に

知
事
が
発

す

る
命

令
で

、
土

木
部
長
が

処
理

す
る
本
配

当
及

び
部
局
長

が
処

理
す
る
再

配
当

を
い
う
。

 

(
9
)
～

(
2
1
)
 

（
略

）
 

 

（
予

算
の

執
行

等
に

関
す

る
権

限
）

 

第
９

条
 

知
事

は
、

知
事

が
別

に
定
め
る

事
項

を
除
き
、

予
算

の
執
行
等

に
関

す
る
権
限

を
、

別
表

第
２

に
掲

げ
る

区
分

に
従

い
、
そ
れ

ぞ
れ

部
局
長
、

課
長

若
し
く
は

課
長

補
佐
に
専

決

さ
せ

、
又

は
同

表
に

掲
げ

る
区

分
に
従
い

、
事

務
所
長
に

委
任

す
る
。

 

２
・

３
 

（
略

）
 

 

（
配

当
）

 

第
1
2
条

 
土

木
部

長
は

、
予
算

の
範
囲
内

で
部

局
長
に
対

し
、

当
該
部
局

の
各

課
別
に
、

予
算

を
本

配
当

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 
部

局
長

は
、

前
項

の
本
配

当
を
受
け

よ
う

と
す
る
と

き
は

、
各
課
別

に
予

算
本
配
当

要
求

書
を

作
成

し
、

土
木

部
長

に
提

出
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

３
 
部

局
長

は
、
第

１
項
の
規

定
に
よ
り

本
配

当
さ
れ
た

額
の

範
囲
内
で

、
事

務
所
長
に

対
し

、

予
算

を
再

配
当

す
る

も
の

と
す

る
。
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（
執
行
委

任
）

 

第
1
3
条
 

課
長

は
、
前
条

第
１

項
の
規
定

に
よ

り
本
配

当
を

受
け

た
予

算
に

つ
い

て
、

そ
の

性

質
に
よ
り

当
該

課
で
執
行

し
難

い
と
認
め

る
と

き
は

、
他

の
課

長
と

協
議

し
て

当
該

課
長

に

執
行
を
委

任
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 
前
項

の
場

合
に
お
い

て
、

執
行
を
委

任
し

た
課
長

は
、

執
行

の
委

任
を

受
け

た
課

長
に

対

し
、
本
配

当
を

受
け
た
額

の
範

囲
内
で
予

算
を

再
配

当
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

（
予
算
の

流
用

）
 

第
1
4
条
 

課
長

は
、
予
算

の
流

用
を
し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

予
算

流
用

調
書

に
よ

り
こ

れ
を

決
定
し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

 別
表
第
２

（
第

９
条
関
係

）
 

(
1
)
 
収
入

原
因

行
為
専
決

・
委

任
区
分

 

専
決
・
委

任
区

分
 

 科
目
等

 

専
決

 
委

任
 

副
知
事

 
部
局
長

 
課

長
 

事
務

所
長

 

 

（
収
益
的

収
入
）

 

 
 

 
 

 
 

流
域

下

水
道

事

業
収
益

 

営
業

収

益
 

負
担
金

 
 

 
○

   

○
 

他
会

計

補
助
金

 

 
 

○
 
 

受
託

工

事
収
益

 

 
 

○
 
 

受
託

収

益
 

 
 

○
 
 

そ
の

他

営
業

収

益
 

 
（
略
）

 
1
0
0
万

円
未

満
 

 

営
業

外

収
益

 

受
取

利

息
及

び

 
 

○
 
 

（
執

行
委

任
）

 

第
1
3
条

 
部

局
長

は
、

前
条
第

１
項
の
規

定
に

よ
り
本
配

当
を

受
け
た
予

算
に

つ
い
て
、

そ
の

性
質

に
よ

り
当

該
部

局
で

執
行

し
難
い
と

認
め

る
と
き
は

、
他

の
部
局
長

と
協

議
し
て
当

該

他
の

部
局

長
に

執
行

を
委

任
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 
前

項
の

場
合

に
お

い
て
、

執
行
を
委

任
し

た
部
局
長

は
、

執
行
の
委

任
を

受
け
た
部

局
長

に
対

し
、

本
配

当
を

受
け

た
額

の
範
囲
内

で
予

算
を
再
配

当
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

 

（
予

算
の

流
用

）
 

第
1
4
条

 
部

局
長

は
、

予
算
の

流
用
を
し

よ
う

と
す
る
と

き
は

、
予
算
流

用
調

書
に
よ
り

こ
れ

を
決

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 別
表

第
２

（
第

９
条

関
係

）
 

(
1
)
 
収

入
原

因
行

為
専

決
・
委

任
区
分

 

専
決

・
委

任
区

分
 

 科
目

等
 

専
決

 
委
任

 
専
決

 

副
知
事

 
部
局
長

 
課

長
 

課
長

補
佐

 

事
務

所
長

 

次
長

 

（
収
益
的

収
入

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

流
域

下

水
道

事

業
収

益
 

営
業

収

益
 

負
担
金

 
 

2
,
0
0
0

万
円

以

上
 

2
,
0
0
0

万
円

未

満
 

 
2
,
0
0
0

万
円

未

満
 

 

他
会

計

補
助
金

 

 
○

 
 

 
 

 

受
託

工

事
収
益

 

 
 

○
 
 

 
 

受
託

収

益
 

 
 

○
 
 

 
 

そ
の

他

営
業

収

益
 

 
（
略
）

 
1
0
0
万

円
未
満

 

 
 

 

営
業

外

収
益

 

受
取

利

息
及

び

 
 

○
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配
当
金

 

他
会

計

負
担
金

 

 
 

○
 
 

他
会

計

補
助
金

 

 
 

○
 
 

国
庫

補

助
金

 

 
 

○
 
 

受
託

工

事
収
益

 

 
 

○
 
 

長
期

前

受
金

戻

入
 

 
 

○
 
 

消
費

税

及
び

地

方
消

費

税
還

付

金
 

 
 

○
 
 

雑
収
益

 
 

 
○

 
 

特
別

利

益
 

固
定

資

産
売

却

益
 

（
略
）

 
（
略
）

 
5
0
0
万

円
未

満
 

 

過
年

度

損
益

修

正
益

 

（
略
）

 
（
略

）
 
3
0
0
万

円
未

満
 

 

そ
の

他

特
別

利

益
 

（
略
）

 
（
略

）
 
3
0
0
万

円
未

満
 

 

（
資
本
的

収
入
）

 

 
 

 
 

 
 

資
本

的

収
入

 

企
業
債

 
 

 
 

○
 
 

 
他

会
計

借
入
金

 

 
 

 
○
 
 

配
当
金

 

他
会

計

負
担
金

 

 
○

 
 

 
 

 

他
会

計

補
助
金

 

 
○

 
 

 
 

 

国
庫

補

助
金

 

 
 

○
 
 

 
 

受
託

工

事
収
益

 

 
 

○
 
 

 
 

長
期

前

受
金

戻

入
 

 
 

○
 
 

 
 

消
費

税

及
び

地

方
消

費

税
還

付

金
 

 
 

○
 
 

 
 

雑
収
益

 
 

 
○
 
 

 
 

特
別

利

益
 

固
定

資

産
売

却

益
 

（
略

）
 
（

略
）

 
 

 
 

 

過
年

度

損
益

修

正
益

 

（
略
）

 
（
略
）

 
3
0
0
万

円
未
満

 

 
 

 

そ
の

他

特
別

利

益
 

（
略
）

 
（
略
）

 
3
0
0
万

円
未
満

 

 
 

 

（
資
本
的

収
入

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
本

的

収
入

 

企
業

債
 
 

 
○
 
 

 
 

 

 
他

会
計

借
入

金
 

 
 

 
○
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固
定

資

産
売

却

代
金

 

 
（
略
）

 
（
略

）
 
5
0
0
万

円
未

満
 

 

 
国

庫
補

助
金

 

 
 

 
○
 
 

他
会

計

補
助
金

 

 
 

 
○
 
 

負
担
金

 
 

 
 

○
   

 

基
金

繰

入
金

 

 
 

 
○
 
 

受
託

工

事
収
益

 

 
 

 
○
 
 

雑
収
入

 
 

 
 

○
 

○
  

(
2
)
 
支

出
負
担

行
為
専
決

・
委

任
区
分

 

専
決
・
委

任
区

分
 

 科
目
等

 

専
決

 
委

任
 

専
決

 

部
局
長

 
課

長
 

課
長

補
佐

 

事
務

所
長

 

次
長

 

（
収

益
的

支
出
）

 

 
 

 
 

 
 

 

流
域

下
水

道
事

業
費

用
 

営
業
費
用

 
管
渠
費

 
 

 
 

 
 

（
略
）

 
 

 
（

略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 

報
償
費

 
 

 
○

 
（

略
）

 
○

  

（
略
）

 
 

 
（

略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 

消
耗

品

費
 

 
1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

修
繕
費

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

路
面

復
 

1
0
0
万

1
0
0
万

（
略

）
 

1
0
0
万

固
定

資

産
売

却

代
金

 

 
（

略
）

 
（

略
）

 
 

 
 

 

 
国

庫
補

助
金

 

 
 

 
○

 
 

 
 

他
会

計

補
助

金
 

 
 

○
 
 

 
 

 

負
担

金
 

 
 

2
,
0
0
0

万
円

以

上
 

2
,
0
0
0

万
円

未

満
 

 
 

 

基
金

繰

入
金

 

 
 

○
 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

雑
収

入
 
 

 
2
0
0
万

円
以
上

 

2
0
0
万

円
未
満

 

 
2
0
0
万

円
未
満

 

 

(
2
)
 
支

出
負

担
行

為
専
決

・
委

任
区
分

 

専
決
・
委

任
区

分
 

 科
目

等
 

専
決

 
委
任

 
専
決

 

部
局
長

 
課

長
 

課
長

補
佐

 

事
務

所
長

 

次
長

 

（
収

益
的

支
出

）
 

 
 

 
 

 
 

 

流
域

下
水

道
事

業
費

用
 

営
業

費
用

 
管
渠
費

 
 

 
 

 
 

（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

報
償
費

 
 

3
0
万
円

以
上

 

3
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
3
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

消
耗

品

費
 

 
5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

修
繕
費

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

路
面

復
 

5
0
万
円

5
0
万
円

（
略
）

 
5
0
万
円
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旧
費

 
円

超
 

円
以

下
 

円
以

下
 

材
料
費

 
 

1
6
0
万

円
超

 

1
6
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
6
0
万

円
以

下
 

被
服
費

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

光
熱

水

費
 

 
1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

動
力
費

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

燃
料
費

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

薬
品
費

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
 

（
略

）
 
 

（
略

）
 
 

印
刷

製

本
費

 

 
1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

広
告

宣

伝
費

 

 
1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

○
 
1
0
0
万

円
以

下
 

手
数
料

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
 

（
略

）
 
 

（
略

）
 
 

使
用
料

 
 

8
0
万

円

超
 

8
0
万

円

以
下

 

（
略

）
 
8
0
万

円

以
下

 

賃
借
料

 
 

8
0
万

円

超
 

8
0
万

円

以
下

 

（
略

）
 
8
0
万

円

以
下

 

委
託
料

 
（
略
）

 
（

略
）

 
1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

工
事

請

負
費

 

（
略
）

 
（

略
）

 
2
5
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

2
5
0
万

円
以

下
 

保
険
料

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

研
修
費

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

旧
費

 
以
上

 
未
満

 
未
満

 

材
料
費

 
 

○
  

 
（
略
）

 
 

被
服
費

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

光
熱

水

費
 

 
5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

動
力
費

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

燃
料
費

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

薬
品
費

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

印
刷

製

本
費

 

 
5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

広
告

宣

伝
費

 

1
0
0
万

円
以
上

 

1
0
0
万

円
未
満

 

 
1
0
0
万

円
未
満

 

 

手
数
料

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

使
用
料

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

賃
借
料

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

委
託
料

 
（
略
）

 
（
略
）

 
  

（
略
）

 
 

工
事

請

負
費

 

（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

保
険
料

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

研
修
費

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満
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（
略
）

 
 

（
略

）
 
 

（
略

）
 
 

研
究
費

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

交
付
金

 
（
略
）

 
（

略
）

 
1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

通
信

運

搬
費

 

 
1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
 

 
（

略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 

負
担
金

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
 

 
（

略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 

雑
費

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
 

（
略

）
 
 

 
 

（
略
）

 
（
略
）

 

受
託

工
事

費
 

 
 

 
 

 

委
託
料

 
（
略
）

 
（

略
）

 
1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

建
設

工
事

に
関

す
る

委
託

料
 

（
略
）

 
（

略
）

 
1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

工
事

請

負
費

 

（
略
）

 
（

略
）

 
2
5
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

2
5
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
（
略
）

 
（

略
）

 
 

（
略

）
 
 

営
業

外
費

用
 

（
略
）

 
 

（
略

）
 
 

 
 

他
会

計
繰

出
金

 

 
○
 
 

 
 

受
託

工
事

費
 

 
 

 
 

 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

研
究
費

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

交
付
金

 
（
略
）

 
（
略
）

 
  

（
略
）

 
 

通
信

運

搬
費

 

 
5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

負
担
金

 
 

○
  

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

雑
費

 
 

○
  

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

 
 

（
略
）

 
（
略
）

 

受
託

工
事

費
 

 
 

 
 

 

委
託
料

 
（
略
）

 
（
略
）

 
  

（
略
）

 
 

建
設

工
事

に
関

す
る

委
託

料
 

（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

工
事

請

負
費

 

（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

営
業

外
費

用
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

 
 

他
会

計
繰

出
金

 

○
 
 

 
 

 

受
託

工
事

費
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委
託
料

 
（
略
）

 
（

略
）

 
1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

建
設

工
事

に
関

す
る

委
託

料
 

（
略
）

 
（

略
）

 
1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

工
事

請

負
費

 

（
略
）

 
（

略
）

 
2
5
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

2
5
0
万

円
以

下
 

災
害

復
旧

費
 

 
 

 
 

 

修
繕
費

 
 

1
0
0
万

円
超

 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

工
事

請

負
費

 

（
略
）

 
（

略
）

 
2
5
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

2
5
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
 

（
略

）
 
（

略
）

 
（

略
）

 
 

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（

略
）

 
 

 
 

（
資

本
的

支
出
）

 

 
 

 
 

 
 

 

資
本

的
支

出
 

建
設

改
良

費
 

（
略
）

 
（
略
）

 

公
共

工
事

費
 

 
 

 
 

 

管
渠
費

 
（
略
）

 
（

略
）

 
2
5
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

2
5
0
万

円
以

下
 

測
量

・
設

計
・

調
査

業
務

委
託

 

（
略
）

 
（

略
）

 
1
0
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
0
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
（
略
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 

委
託
料

 
（
略
）

 
（
略
）

 
  

（
略
）

 
 

建
設

工
事

に
関

す
る

委
託

料
 

（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

工
事

請

負
費

 

（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

災
害

復
旧

費
 

 
 

 
 

 

修
繕
費

 
 

5
0
万
円

以
上

 

5
0
万
円

未
満

 

（
略
）

 
5
0
万
円

未
満

 

工
事

請

負
費

 

（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略

）
 

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

 
 

（
資

本
的

支
出

）
 

 
 

 
 

 
 

 

資
本

的
支

出
 

建
設

改
良

費
 

（
略
）

 
（
略
）

 

公
共

工
事

費
 

 
 

 
 

 

管
渠
費

 
（
略
）

 
（
略
）

 
  

（
略
）

 
 

測
量

・
設

計
・

調
査

業
務

委
託

 

（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
（
略
）

 

（
略
）

 
（
略
）
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そ
の

他
建

設
改
良
費

 

（
略
）

 
（

略
）

 
2
5
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

2
5
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
 

 
（

略
）

 
 

 
 

固
定

資
産

購
入
代
金

 

 
（
略
）

 
（

略
）

 
1
6
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

1
6
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
（

略
）

 
 

 
 

貸
付

金
 

 
1
,
0
0
0

万
円
以

上
 

1
,
0
0
0

万
円

未

満
 

1
0
0
万

円
以

下
 

 
 

（
略
）

 
 

 
（

略
）

 
 

 
 

災
害

復
旧

費
 

 
（
略
）

 
（

略
）

 
2
5
0
万

円
以

下
 

（
略

）
 

2
5
0
万

円
以

下
 

基
金

積
立

金
 

 
（
略
）

 
（

略
）

 
 

 
 

受
託

工
事

費
 

受
託

工
事

費
 

 
 

 
 

 

委
託
料

 
1
,
0
0
0

万
円
以

上
 

1
,
0
0
0

万
円

未

満
 

1
0
0
万

円
以

下
 

1
,
0
0
0

万
円

未

満
 

1
0
0
万

円
以

下
 

建
設

工
事

に
関

す
る

委
託

料
 

2
,
0
0
0

万
円
以

上
 

2
,
0
0
0

万
円

未

満
 

1
0
0
万

円
以

下
 

2
,
0
0
0

万
円

未

満
 

1
0
0
万

円
以

下
 

工
事

請

負
費

 

５
億
円

未
満

 

３
億

円

未
満

 

2
5
0
万

円
以

下
 

３
億

円

未
満

 

2
5
0
万

円
以

下
 

（
略
）

 
 

 
（

略
）

 
 

（
略

）
 
 

(
3
)
・
(
4
)
 

（
略
）

 

（
略
）

 

 別
表
第
３

（
第

1
0
条
関
係

）
 

そ
の

他
建

設
改
良
費

 

（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略

）
 

 
 

（
略
）

 
 

 
 

固
定

資
産

購
入

代
金

 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

（
略

）
 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

 
 

貸
付

金
 

 
2
,
0
0
0

万
円
未

満
 

5
0
0
万

円
未
満

 

 
 

 

（
略

）
 

 
 

（
略
）

 
 

 
 

災
害

復
旧

費
 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

基
金

積
立

金
 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
   

 
 

 
 

 
      

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

（
略

）
 

 
 

（
略
）

 
 

（
略
）

 
 

(
3
)
・

(
4
)
 
（

略
）

 

（
略

）
 

 別
表

第
３

（
第

1
0
条

関
係

）
 



1
0
 

(
1
)
 
収
入

原
因

行
為

 

科
目

等
 

都
市

局
長

に
専

決

さ
せ

る
額

 

（
収
益
的

収
入

）
 

 
 

 

流
域
下
水

道
事

業
収
益

 
営

業
収

益
 

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 
 

 

 
 

特
別

利
益
 
固

定
資

産
売

却
益

 
5
0
0
万

円
以

上

1
,
0
0
0
万

円
未

満
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
資
本
的

収
入

）
 

 
 

 

資
本

的
収

入
 

 
 

 

固
定

資
産

売
却

代

金
 

 
5
0
0
万

円
以

上

1
,
0
0
0
万

円
未

満
 

 
 

 

 
 

 

(
2
)
 
支

出
負
担

行
為

 

科
目

等
 

都
市

局
長

に
専

決

さ
せ

る
額

 

（
収
益
的

支
出

）
 

 
 

 

流
域
下
水

道
事

業
費
用

 
営

業
費

用
 
管

渠
費

 
 

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 

（
資
本
的

支
出

）
 

 
 

 

資
本

的
支

出
 
建

設
改

良
費
 
（

略
）

 
（

略
）

 

県
単

工
事

費
 
（

略
）

 

受
託

工
事

費
 
受

託
工

事
費

 
 

委
託

料
 

2
,
0
0
0
万

円
以

上
 

建
設

工
事

に
関

2
,
0
0
0
万

円
以

上
 

(
1
)
 
収

入
原

因
行

為
 

科
目

等
 

都
市

局
長

に
専

決

さ
せ
る
額

 

（
収

益
的

収
入

）
 

 
 

 

流
域

下
水

道
事

業
収
益

 
営

業
収

益
 
他

会
計

補
助

金
 

全
額

 

（
略
）

 
（
略
）

 

営
業

外
収

益
 
他

会
計

負
担

金
 

全
額

 

他
会

計
補

助
金
 

全
額

 

特
別

利
益

 
固

定
資

産
売

却
益

 
1
,
0
0
0
万
円

未
満
  

（
略
）

 
（
略
）

 

（
資

本
的

収
入

）
 

 
 

 

資
本

的
収

入
 
他

会
計

補
助

金
 
 

全
額

 

固
定

資
産

売
却

代

金
 

 
1
,
0
0
0
万
円

未
満
  

基
金

繰
入

金
 
 

全
額

 

雑
収

入
 
 

2
0
0
万
円
以

上
 

(
2
)
 
支

出
負

担
行

為
 

科
目

等
 

都
市

局
長

に
専

決

さ
せ
る
額

 

（
収

益
的

支
出

）
 

 
 

 

流
域

下
水

道
事

業
費
用

 
営

業
費

用
 
管

渠
費

 
 

広
告
宣
伝

費
 

1
0
0
万
円
以

上
 

（
略
）

 
（
略
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

（
資

本
的

支
出

）
 

 
 

 

資
本

的
支

出
 
 

（
略
）

 
（
略
）

 

県
単

工
事

費
 
（
略
）

 

 
 

 

 
 

 
 



1
1
 

す
る

委
託

料
 

2
,
5
0
0
万

円
未

満
 

 

 
 

附
則

 

（
施
行
期

日
）

 

１
 
こ

の
規
則

は
、
令
和

６
年

４
月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

（
経
過
措

置
）

 

２
 
こ

の
規
則

の
施
行
の

日
前

に
な
さ
れ

た
支

出
負
担

行
為

に
係

る
支

出
の

命
令

及
び

こ
れ

に
併

せ
て

行
う

収
入

の
徴

収
を

す
る
権
限
に

つ
い

て
は
、
な

お
従

前
の
例

に
よ
る

。
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